
住宅生産者・不動産業者の皆さまへ

� 古くなると重大な事故を起こすおそれがある特定保守製品（下記の品目）について、「長
期使用製品安全点検制度」が平成２１年４月１日から始まります。（消費生活用製品安
全法の改正）

特定保守製品

１．特定製造事業者等名
株式会社ＡＢＣ
○○県○○市○○町＊＊

２．製造年月 20XX年XX月
３．製造番号 XXXX-XXXXX
設計標準使用期間 △△年

住宅生産者・不動産業者には、特定保守製品を設置した住宅を販売する際に、
２つの義務・責務。

�購入者に対し、所有者票に記載されている法定事項（裏面参照）の説明の義務※

があります。

�ユーザー登録（所有者票の投函）への協力の責務※があります。

※ 義務・責務の対象となる製品は平成21年4月1日以降に製造・輸入されたもので、
製品の見やすいところに「特定保守製品」と表示されています。

※ 新築住宅だけでなく既存住宅のリフォームであっても、製品が平成21
年4月1日以降に製造・輸入されたものであれば、義務・責務が生じます。

※ 製品に「特定保守製品」の表示が無いなど、対象製品かどうかが分
からない場合は、義務・責務はありません。

製品に「特定保守製品」と
表示されています。

４．設計標準使用期間 △△年
５．点検期間

20XX年XX月～ 20XX年XX月
６．問合せ連絡先
株式会社ＡＢＣ お客様相談センター

0120-XX-XXXX

特定保守製品



法定説明事項

表面

裏面

所有者票の
イメージ

※ この所有者票
は、製品毎に同梱
されています。製
品毎に、説明し記
入してもらって、返
送してください。

※ 所有者票には、
製品に表示されてい
る「設計標準使用期
間」などが記載されて
います。

【この制度の問い合わせ先】経済産業省またはお近くの経済産業局にお問い合わせください。

経済産業省製品安全課 ０３-３５０１-４７０７（直） 近畿経済産業局製品安全室 ０６-６９６６-６０９８（直）

北海道経済産業局製品安全室 ０１１-７０９-１７９２（直） 中国経済産業局製品安全室 ０８２-２２４-５６７１（直）

東北経済産業局製品安全室 ０２２-２２１-４９１８（直） 四国経済産業局製品安全室 ０８７-８１１-８５２６（直）

関東経済産業局製品安全室 ０４８-６００-０４０９（直） 九州経済産業局製品安全室 ０９２-４８２-５５２３（直）

中部経済産業局製品安全室 ０５２-９５１-０５７６（直） 内閣府沖縄総合事務局商務通商課 ０９８-８６６-１７３１（直）

購入者に記入
してもらい、

所有者票を回
収して投函


